
デジタル機器補償サービスご利用規約（2026 年 4 月 1 日現在） 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条（本規約の目的） 

株式会社 NTT ドコモ（以下「当社」といいます。）は、この「デジタル機器補償サービス

ご利用規約」（以下「本規約」といいます。）に基づき、デジタル機器補償サービス（以下「本

サービス」といいます。）を提供します。 

 

第 2 条（本規約の変更） 

当社は、次に掲げる場合、あらかじめ本サービスに係る専用ウェブサイト（以下「本サービ

スサイト」といいます。）上において契約者に周知することにより本規約を変更することが

あります。この場合、変更日以降の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本

規約によるものとします。 

1. 本規約の変更が、契約者（次条に定義します。）の一般の利益に適合するとき。 

2. 本規約の変更が、本契約（次条に定義します。）をした目的に反せず、かつ、変更の

必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なもので

あるとき。 

 

第 3 条（用語の定義） 

本規約において用いる用語は、それぞれ次の意味で使用するほか、当社が別途定める 5G サ

ービス契約約款、Xi サービス契約約款、IP 通信網サービス契約約款（以下併せて「契約約

款等」といいます。）の定義に従うものとします。 

 

用語 定義 

5G／Xi サービス 5G サービス、Xi サービスの総称 

5G／Xi 契約 

5G 契約（5Ｇサービス契約約款に規定するコースＢに係

るものを除きます。しかしコース B とドコモ光／ahamo

光契約のペア回線は対象とする。）、Xi 契約の総称 

5G／Xi 契約者 

当社と 5G／Xi（5Ｇサービス契約約款に規定するコース

Ｂに係るものを除きます。しかしコース B とドコモ光／

ahamo 光契約のペア回線は対象とする。）を締結してい

る者 

また当社と 5G／Xi 契約にモバイル Wi-Fi ルーター／ホ



用語 定義 

ームルーターの購入履歴（解約回線は除く）が確認でき

たお客様でかつ本契約を締結している者 

ドコモ光／ahamo 光契約者 当社と IP 通信網契約を締結している者 

ペア回線 ドコモ光／ahamo 光契約と対となる携帯電話回線 

当社通信サービス 5G／Xi サービス及び IP 通信網サービスの総称 

当社通信サービス契約 5G／Xi 契約及び IP 通信網契約の総称 

対象通信サービス 
対象機器を接続して行う通信の用に供する当社通信サ

ービス 

対象通信サービス契約 
対象通信サービスの提供を受けるための特定の当社通

信サービス契約 

あんしんパックホーム適用条

件 

本サービス、「ネットトータルサポートご利用規約」に

基づく「ネットトータルサポート」及び「ネットワーク

セキュリティご利用規約」に基づく「ネットワークセキ

ュリティ」の提供を同時に受けること。 

あんしんパック適用条件 

あんしんパックホーム適用条件を満たすとともに、「ケ

ータイ補償サービスご利用規約」に基づく「ケータイ補

償サービス」、「あんしん遠隔サポートご利用規約」に基

づく「あんしん遠隔サポート」及び「あんしんセキュリ

ティご利用規約」に基づく「あんしんセキュリティサー

ビス」の提供を同時に受けること。 

本契約 
本規約に基づいて当社との間で締結される本サービス

の提供を受けるための契約 

契約者 当社との間で本契約を締結した者 

修理 補償対象機器を修理すること。 

代替品提供 
当社が指定する補償対象機器と同等又は同種の機種を

提供すること。 

機器補償 補償対象機器の修理又は代替品提供を行うこと。 

対象機器 補償対象機器とデータ復旧対象機器の総称 



用語 定義 

補償対象機器 【別紙 1】（対象機器）に掲げる「補償対象機器」 

修理費用 

修理において必要となる部品代、作業費、出張費及び修

理作業後の補償対象機器の契約者への送付にかかる費

用 

代替品提供費用 
代替品提供において必要となる当社から契約者に提供

する代替品の費用及び送付にかかる費用 

機器補償上限金額 
当社が修理を行うことができる場合として定める修理

費用の上限金額 

データ復旧 
データ復旧対象機器の内部に保存されているデータを

復旧し、又は復元すること。 

データ復旧対象機器 【別紙 1】（対象機器）に掲げる「データ復旧対象機器」 

データ復旧費用 

データ復旧において必要となる作業費及び復旧データ

記憶媒体費用及び復旧データ記憶媒体の送付にかかる

費用 

データ復旧上限金額 
当社がデータ復旧を行うことができる場合として定め

るデータ復旧費用の上限金額 

復旧データ記憶媒体 

データ復旧において、復旧し、又は復元したデータを契

約者に提供する際に用いる USB メモリ又は外付け

HDD その他当社が指定する記憶媒体 

機器補償・データ復旧申請書 
機器補償又はデータ復旧を請求する場合に契約者が当

社に提出する書類 

契約者負担金 

【別紙 2】（料金表）の「契約者負担金」に定める機器補

償又はデータ復旧を利用する際に契約者が負担する必

要のある料金 

引受対応 
当社が、契約者から対象機器を受領して機器補償又はデ

ータ復旧を行うこと。 

訪問対応 

当社が、契約者の住所に訪問し、修理を行うこと（契約

者の住所において修理を完了することができない場合

に補償対象機器を預り、修理の提供を行う場合を含みま



用語 定義 

す。） 

補償請求 

本規約に基づく機器補償又はデータ復旧を希望する場

合に、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電

話番号に電話し、又は本サービスサイト上で指定する補

償請求ウェブサイトにアクセスし必須事項を入力する

ことによってその請求を行うこと。 

補償請求ウェブサイト 

当社が本サービスサイト上で指定する、補償請求に必要

な 情 報 を 入 力 す る た め の ウ ェ ブ サ イ ト ＜

https://usr.ddcompensation.docomo.ne.jp/＞（当該 URL 配下のイ

ンターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を

変更した場合は、変更後の URL とします。）のこと。 

回収便 

契約者が引受対応に係る対象機器を当社に対して送付

するにあたり、当社が契約者の通知に基づいて手配する

運送会社による集荷のこと。 

携帯電話回線契約番号 本件携帯電話回線契約にかかる携帯電話番号 

非回線契約番号 

本件携帯電話回線契約を解約した場合は当該契約にお

いて利用していた携帯電話番号、および本件携帯電話回

線契約を締結することなく本サービスを申し込んだ場

合は端末購入時にドコモが別途指定する番号 

ご契約番号 本件携帯電話回線契約番号と非回線契約番号の総称 



用語 定義 

smart あんしん補償 

当社が別途定める「smart あんしん補償ご利用規約」に

基づき提供する「smart あんしん補償」と称するサービ

スをいいます。 

 

第 2 章 本サービスの提供 

 

第 4 条（本サービスの概要） 

当社は、契約者からの申し出に基づき、第 14 条（機器補償）に定める機器補償及び第 15 条

（データ復旧）に定めるデータ復旧のサービスを提供します。ただし、機器補償の請求があ

った日を基準として過去 1 年間に、契約者が既に 2 回機器補償の補償請求を行っている場

合は、機器補償及びデータ復旧の提供を行わないものとします。 

 

第 5 条（提供区域） 

本サービス（補償求償ウェブサイトを含む）の利用可能地域（以下「利用可能地域」といいます）及

び本契約者が設定するご登録住所は、日本国内としますが、利用可能地域内であっても、通信環

境、交通事情等によっては、本サービスの全部又は一部をご利用いただけない場合があることを

本契約者は予めご承諾いただきます。 

 

第 3 章 契約 

 

第 6 条（申込条件） 

本契約は、次の各号に掲げるいずれかの者に限り申し込むことができるものとします。 

(1) ドコモ光／ahamo 光契約者 

(2) 当社が販売するモバイル Wi-Fi ルーター／ホームルーター（以下「ドコモ Wi-Fi ル

ーター」といいます。）を用いて 5G／Xi サービスを利用する 5G／Xi 契約者（ドコ

モ Wi-Fi ルーターを購入した記録を当社が確認できることが条件となります。） 

(3) ご契約番号において、本サービス又は smart あんしん補償サービスを契約中ではな

いこと 

 

第 7 条（契約申込の方法） 

本サービスの利用を希望する者（以下「契約希望者」といいます。）は、本規約の内容に承

諾した上で、当社所定の手続きにより本契約の申込を行うものとします。契約希望者が当社



に対し申込の意思表示を行った時点で、契約希望者は本規約の内容に同意したものとみな

します。 

2. 当社は、契約希望者に対し、前項の申込の内容に関する事実を確認するための書類

の提示又は提出を求める場合があり、契約希望者はこれに応じるものとします。 

 

第 8 条（契約申込の承諾） 

当社は、契約希望者より本契約の申込があった場合は、受付順序に従い、当該申込の承諾の

有無について決定します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときには、その順序を変

更することがあります。 

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると

判断した場合、契約希望者からの本契約の申込を承諾しないことがあります。  

(1) 契約希望者の申込の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反してい

るとき、又はそのおそれがあるとき。 

(2) 契約希望者が第 22 条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき。 

(3) 契約希望者に対して本サービスを提供することが技術上困難なとき。 

(4) 契約希望者が本サービスの料金若しくは当社が提供する他のサービス（当社

通信サービスを含みますがこれに限られません。）の料金又はこれらのサー

ビスに関する工事に関する費用その他の当社に対する債務（当社がその債権

を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。）の支払いを現に

怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(5) 契約希望者が本契約の申込日から過去 12 か月以内の期間において、本サー

ビスの提供を受けるための契約を解約し又は解除により終了したことがあ

るとき。 

(6) 契約希望者が過去に不正利用等により本契約若しくは当社通信サービス契

約の解除又は本サービス若しくは当社通信サービスの利用停止の措置を受

けたことがあるとき。 

(7) 契約希望者が本規約に定める本契約者としての義務を遵守しないおそれが

あるとき。 

(8) 契約希望者が第 37 条（反社会的勢力の排除）の定めに違反しているとき、

又は違反するおそれがあるとき。 

(9) 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 

(10) その他契約希望者に対して本サービスを提供することが適切でないと当

社が判断したとき。 

(11) 対象機器を通常必要とされる分量又は範囲を著しく超えて所有すると当

社が判断したとき。 

3. 当社が契約希望者の申込を承諾した後に、当該契約希望者が前項各号のいずれかの



場合に該当することが判明した場合には、当社は、いつでもその承諾を取り消すこ

とができるものとします。 

 

第 9 条（本契約の有効期間） 

本契約の有効期間は、当社が第 8 条（契約申込の承諾）に基づき本契約の申込を承諾した日

（以下「契約開始日」といいます。）から、第 11 条（契約者による解約）、第 12 条（当社に

よる契約解除）又は第 13 条（自動解除）に基づく本契約の解約、解除又は終了の日までの

期間とします。 

 

第 10 条（補償開始日） 

当社は、契約開始日から起算して 15 日目を「補償開始日」と定めます。ただし、契約開始

日時点で対象通信サービスの提供が開始されていない場合は、対象通信サービスの提供が

開始された日から起算して 15 日目を「補償開始日」とします。 

 

第 11 条（契約者による解約） 

契約者は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知することによって本契約を解約す

ることができます。 

2. 契約者が前項に基づき当社に解約の通知を行った場合、当社が当該通知を受領した

日をもって本契約は終了するものとします。 

3. 契約者は、前項に定める本契約が終了する日において、当社に対して既に機器補償

又はデータ復旧の請求を行っている場合は、その請求に限り本規約に基づく本サー

ビスの提供を受けることができます。この場合に生じる契約者負担金等については、

本契約の終了にかかわらず、本規約に基づき契約者が支払うものとします。 

 

第 12 条（当社による契約解除） 

当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、あらかじめ契約者に通知する

ことにより、本契約を解除することができるものとします。 

(1) 本契約の申込内容が事実に反していることが判明した場合 

(2) 第 24 条 （利用停止）の定めに基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当

社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合 

(3) 対象通信サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けた

にもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は対象通信サービス契約が解

除された場合 

(4) 契約者が、支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、破産手続開始、民事再

生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合、手形

交換所の取引停止処分を受けた場合、仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受け



た場合、その他契約者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相

当の理由がある場合 

(5) 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼした場合又はそのおそれがある場合 

(6) その他、本サービスの提供が継続できないと認められる相当の事由がある場合 

 

第 13 条（自動解除） 

本契約者と当社の間の対象通信サービス契約が終了した場合・smart あんしん補償サービス

の契約を開始した場合当該時点をもって本契約は自動的に解除され、終了するものとしま

す。 

 

第 4 章 サービス内容 

 

第 14 条（機器補償） 

当社は契約者に対し、第 10 条（補償開始日）に定める補償開始日以降に、対象通信サービ

スに係る契約者回線に接続された補償対象機器に発生した故障又は破損について、第 17 条

（本サービスの補償請求方法）に基づく契約者の請求に応じて機器補償を行います。 

2. 当社は、補償対象機器の修理にあたり、純正品以外の部品を使用することがありま

す。 

3. 第 1 項の定めにかかわらず、技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、

補償対象機器の修理が困難であると当社が判断した場合、当社は、補償対象機器の

修理を実施する義務を負わないものとします。 

4. 補償対象機器の修理の完了日（修理が完了した補償対象機器を契約者が受領した日）

から起算して 90 日以内に、当該補償対象機器について同一箇所かつ同一事象の故

障が発生した場合は、第 9 条（本契約の有効期間）に定める契約期間にかかわらず、

当社の費用負担において再度、当該補償対象機器の修理を行うものとします。 

5. 第 3 項に該当する場合又は修理費用が【別紙 3】（上限金額）に定める補償上限金額

を超える場合、当社は、第 16 条（本サービスの制限事項）の定めに従い、契約者の

承諾をもって代替品提供を行います。なお、契約者が代替品提供に承諾しない場合、

契約者は当社に対する機器補償の請求権を放棄したものとみなします。 

6. 代替品提供を行う場合、当社は、当社が指定する機器一覧（以下「機器ラインナッ

プ」といいます。）の中から契約者が選択した機器を契約者に提供します。なお、当

社は、機器ラインナップを予告なく変更することができるものとします。 

7. 前二項に基づき当社が契約者に対して代替品提供を行った場合、当該代替品提供と

同時に補償対象機器の所有権が当社に移転するものとし（なお、契約者がその所有

者でないときは、契約者の責任において所有者から当社に移転させるものとしま

す。）、契約者は、その後の当社による当該補償対象機器の使用、処分等について異



議を申し立て、又は第三者に異議を申し立てさせないものとします。ただし、補償

対象機器が【別紙 1】（対象機器）に掲げるテレビ（以下「テレビ」といいます。）の

場合において、当社が代替品提供を行ったときは、契約者がこれを自己の責任及び

費用負担にて適切に処分するものとします。 

8. 契約者が機器補償を受ける場合、当該本サービスの対象となる補償対象機器及びそ

の付属品等に記録されたデータ等について、自己の責任においてバックアップ及び

消去等を実施するものとし（ただし、第 15 条（データ復旧）に定めるデータ復旧を

受ける場合を除きます。）、当社は当該データ等について一切の責任を負わないもの

とします。 

 

第 15 条（データ復旧） 

当社は契約者に対し、第 14 条（機器補償）に基づき機器補償を行う補償対象機器が、同時

にデータ復旧対象機器の条件を満たす場合、第 17 条（本サービスの補償請求方法）に基づ

く契約者の請求に応じてデータ復旧を行います。 

2. 本サービスで提供するデータ復旧は、データ復旧対象機器の内部に保存されている

データ（以下「データ」といいます。）の全部又は一部についてその復旧又は復元が

できることを保証するものではなく、契約者は、データ復旧対象機器又はその内部

の状態によりデータの復旧又は復元ができない場合があることをあらかじめ承諾す

るものとします。なお、データが暗号化されている場合又はデータが記録された媒

体（HDD や半導体メモリなどの記録媒体をいいます。以下「記録媒体」といいま

す。）を認識できない場合は、復旧又は復元が特に難しいことをあらかじめ承諾する

ものとします。 

3. データ復旧の作業の際には、記録媒体を取り出すためにデータ復旧対象機器を解体

する場合があります。この場合において、データ復旧対象機器の修理が困難である

と当社が判断したときは、第 14 条（機器補償）第 3 項及び第 5 項の定めを準用す

るものとします。 

4. データ復旧作業は、契約者から受け取ったデータ復旧対象機器の初期診断を行った

上で、契約者に対して障害の内容及び程度並びにデータ復旧の可否を報告し、発生

するデータ復旧費用について契約者の承諾を得た上で実施します。 

5. 復旧したデータ（以下「復旧データ」といいます。）は、復旧データ記憶媒体に記録

して契約者に送付します。ただし、修理品又は代替品に正常に複製できる形式であ

ることを保証するものではありません。 

6. データ復旧を行ったデータ復旧対象機器が、第 3 項に定める理由で代替品提供の対

象となった場合の取扱いについては、第 14 条（機器補償）第 7 項の定めを準用しま

す。 

7. 当社は、データ復旧の完了日（復旧データ記憶媒体を契約者が受領した日）から起



算して 30 日間（以下「データ保存期間」といいます。）、復旧データを保存します。

契約者は、データ保存期間内に、契約者の誤操作などにより復旧データを削除した

場合、当該復旧データ記憶媒体の受け渡しに要する費用を契約者が負担することを

条件として、当社に対し復旧データの再提供を求めることができるものとします。

なお、当社はデータ保存期間が経過した時点で、当社が保持するすべての復旧デー

タを消去します。 

 

第 16 条（本サービスの制限事項） 

補償対象機器の修理において、修理費用が【別紙 3】（上限金額）に定める上限金額を超え

る場合、契約者が当該超過分に相当する修理費用を契約者負担金として支払うことを条件

として、当社は修理を実施するものとします。 

2. 前項の場合において、契約者は修理に代えて、代替品提供を選択することができま

す。この場合において、代替品提供費用が【別紙 3】（上限金額）で定める上限金額

を超えるときは、契約者が当該超過分に相当する代替品提供費用を契約者負担金と

して支払うことを条件として、当社は代替品提供を実施するものとします。 

3. 補償対象機器のデータ復旧において、データ復旧費用が【別紙 3】（上限金額）で定

める上限金額を超える場合、契約者が当該超過分に相当するデータ復旧費用を契約

者負担金として当社に対して支払うことを条件として、当社はデータ復旧を実施す

るものとします。 

 

第 17 条（本サービスの補償請求方法） 

契約者が、本規約に基づく機器補償又はデータ復旧を希望する場合は、当社が本サービスサ

イト上で指定する専用受付電話番号に電話し、又は本サービスサイト上で指定する補償請

求ウェブサイトにアクセスし必要事項を入力することによって契約者本人（法人その他の

団体の場合は、職員等）からその請求を行うものとします。なお、当社が契約者からの請求

を専用受付電話番号にて受け付ける時間は、9 時から 20 時まで（年中無休）とします。 

2. 本規約に基づく機器補償又はデータ復旧は、対象機器の故障、破損又はデータ損失の発

生した日（以下「故障等発生日」といいます。）から起算して 60 日以内に契約者からの

請求が行われた場合に限り、実施するものとします。なお、当社は、必要があると認め

るときは、契約者に対し故障等発生日の事実を確認するための書類、資料等の提出を求

める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるものとします。 

3. 契約者から前項に定める機器補償又はデータ復旧の請求があった場合、当社は契約者が

申告した対象機器の故障、破損又はデータ損失の状況等について、当該機器補償又はデ

ータ復旧の請求の際に電話又は補償請求ウェブサイトによる問診を行うものとし、契約

者は、これに応じるものとします。 

4. 前項の問診の結果、対象機器において補償対象となる故障、破損又はデータ損失が生じ



ていると当社が判断した場合、契約者は当社に対して当社が別に定める機器補償・デー

タ復旧申請書及び対象機器の購入日を証明する証憑（保証書、レシート等）を添付して、

対象機器を当社の指定する場所に送付するものとします。ただし、対象機器がテレビの

場合については訪問にて確認及び回収を行うため対象機器の送付は不要とします。 

5. 当社は、第 3 項に定める電話又は補償請求ウェブサイトによる問診の内容及び契約者か

ら送付された機器補償・データ復旧申請書、又は補償請求ウェブサイト上の申請内容に

基づき、対象機器の故障、破損又はデータ損失の有無及びその内容を判断し、当該対象

機器に係る修理費用又はデータ復旧費用を契約者に通知するものとします。なお、契約

者は、当社が通知した修理費用又はデータ復旧費用が機器補償上限金額又はデータ復旧

上限金額を超える場合は、第 21 条（機器補償又はデータ復旧請求の撤回）第 3 項に基

づき、当該機器補償又はデータ復旧の請求を撤回することができるものとします。 

6. 当社は、契約者からの機器補償又はデータ復旧の請求があった日から起算して 30 日以

内に、機器補償・データ復旧申請書、対象機器が、当社が指定する場所に到着しない場

合（訪問対応にあっては初回の訪問時に契約者が対応することができなかった場合とし

ます。）、その請求は無効とします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合はこ

の限りではありません。 

7. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社は本規約に基づく機器補償及び

データ復旧を行いません。ただし、この場合であっても、契約者は第 28 条（料金の支

払義務）に基づき利用料金の支払いを要します。  

(1) 対象機器に機器補償又はデータ復旧対象となる故障、破損又はデータ損失が

生じていることを当社が確認できない場合 

(2) 機器補償・データ復旧申請書の内容と契約者から受領した対象機器における

実際の故障、破損又はデータ損失の状況が異なる場合 

 

第 18 条（機器補償、データ復旧の完了） 

当社の責めに帰すべき事由によらず、修理が完了した補償対象機器、代替品又はデータ復旧

記録媒体について、契約者による受領が完了しない場合は、当社が対象機器の発送日から起

算して 30 日が経過した時点をもって、機器補償又はデータ復旧が完了したものとみなしま

す。 

2. 前項の場合において、当社が発送した補償対象機器、代替品及びデータ復旧記録媒

体が、契約者により受領されなかった結果、当社に返送されたときは、これらの機

器等については、当該機器等が当社に返送された時点をもってその所有権が当社に

移転し、当社が自由に使用し、処分することができるものとします。 

 

第 19 条（送付方法、訪問対応への協力等） 

契約者は、第 17 条第 4 項に基づいて引受対応に係る対象機器を当社に対して送付する場合、



契約者の費用と責任により送付を行うものとします。ただし、契約者が回収便の利用を希望

し、これを当社が承諾することで回収便により送付する場合、費用は無償となります。 

  2. 契約者は、引受対応に係る対象機器を当社に対して送付するにあたり、前項ただし

書に定める回収便の利用を希望する場合、第 17 条第 1 項に基づく補償の請求時に回収便に

よる回収を希望する旨、回収希望日及び当社が回収を行うに先立ち確認が必要であるため

に別に定める事項を当社に通知したうえで、回収便を利用することができます。 

3. 契約者は、訪問対応を受ける場合、電力、消耗品その他の利便（電話、通信回線等

の使用を含む。）を当社に対して無償で提供するなど、当社が修理の作業を行うために必要

な協力を行うものとします。 

 

第 20 条（機器補償及びデータ復旧の対象外） 

当社が、【別紙 6】（サービス対象外の故障、破損、不具合等）の各号に掲げるいずれかの事

由に該当すると判断した場合、契約者が第 22 条（禁止事項）に違反するおそれがあると判

断した場合又は第 34 条 （利用に係る契約者の義務）に定める事項を契約者が履行しない

と判断した場合、契約者は本契約による機器補償及びデータ復旧の提供を受けることがで

きないものとします。 

 

第 21 条（機器補償又はデータ復旧請求の撤回） 

契約者が第 17 条（本サービスの補償請求方法）に基づき機器補償又はデータ復旧の請求を

行った場合、契約者は当該請求を撤回することはできません。ただし、次項から第 5 項まで

に定める場合を除きます。 

2. 当社は、補償対象機器の修理、代替品の選定、又はデータ復旧がいずれも実施前で

ある場合は、当社の判断により契約者による当該請求の撤回を認めることがありま

す。 

3. 修理費用、代替品提供費用又はデータ復旧費用が【別紙 3】（上限金額）に定める上

限金額を超過する場合において、契約者が第 16 条（本サービスの制限事項）第 1 項

から第 3 項までの定めに基づく超過分に相当する費用の負担を承諾しなかったとき

は、機器補償又はデータ復旧の補償請求が撤回されたものとして扱います。 

4. 機器補償又はデータ復旧の請求後、当社が対象機器を受領した後に、当社が契約者

と連絡を取ることができなかった場合は、当該契約者による機器補償又はデータ復

旧の請求については、当社が対象機器を受領した日から起算して 90 日が経過した

時点をもって撤回されたものとして扱います。 

5. 本規約に基づき当社が代替品提供を実施する場合において、契約者による代替品の

選択がなされないときは、契約者による代替品提供の請求時から起算して 60 日が

経過した時点をもって機器補償の請求が撤回されたものとして扱います。 

6. 前三項の定めに基づき機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、



当該撤回対象となる請求分は、第 4 条（本サービスの概要）ただし書に定める過去

1 年間の機器補償の請求回数に算入されます。ただし、契約者が当社に送付済の対

象機器の返送料（実費）及び当社が別途契約者に提示する見積手数料を当社に対し

て支払うことを約したときはこれに算入しないものとします。 

7. 機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、当該撤回の時点まで

に当社が行った診断作業によって対象機器の状態が受領時から変化する場合があり

ますが、当社はこれによる責任を負いません。 

 

第 5 章 禁止行為 

 

第 22 条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する行為を行ってはならないもの

とします。 

(1) 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産

権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれ

のある行為 

(2) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又

はそれらのおそれのある行為 

(3) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれら

のおそれのある行為 

(4) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 

(5) 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのあ

る行為 

(6) 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの

提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくは

その運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為 

(7) 本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、

付加価値サービスの提供又はその準備を目的として利用する行為 

 

第 23 条（著作権等） 

本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品、情報等（有体物に限られず、本規

約、当社のホームページ、当社から配信されるメールマガジン等を含みます。）に関する著

作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権その他一切の権利は、本規約に別段の定め

がない限り、当社又は第三者に帰属するものとします。 

2. 本契約の締結は、契約者に対して前項の権利を何ら移転するものではなく、契約者

は、前項に定める当社から契約者に対して提供する一切の物品、情報等を取り扱う



場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。  

(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。 

(2) 複製、改変、編集等を行わないこと。 

(3) 第三者に対する貸与、譲渡、担保設定等を行わないこと。 

 

第 6 章 利用停止等 

 

第 24 条（利用停止） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当社が定める期間、当該契

約者による本サービスの利用を停止することがあります。  

(1) 本契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。 

(2) 本サービスの利用料金、当社通信サービスの料金その他の当社に対する債務につい

て、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(3) 第 22 条（禁止行為）の定めに違反したとき。 

(4) 本規約のいずれかの条項に違反したとき。 

(5) 当社に損害を与えたとき。 

(6) その他、本サービスの利用にあたり、当社が不適切と判断したとき。 

2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止を行うときは、あらかじめその理

由、利用停止をする日及びその期間（以下「利用停止期間」といいます。）を契約者

に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

3. 第 1 項の規定により本サービスの利用を停止している間は、機器補償及びデータ復

旧の請求を行うことができず、またこの間に発生した故障、破損については、利用

停止期間経過後においても機器補償及びデータ復旧の対象となりません。ただし、

利用停止期間より前に機器補償又はデータ復旧の請求が行われた場合については、

当社は利用停止期間経過後に本サービスを提供するものとします。 

4. 第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、当該停止の期

間中も契約者は本サービスの利用料金の支払義務を免れないものとします。 

5. 第 1 項の規定に基づく本サービスの利用停止により契約者に損害が生じた場合であ

っても、当社はその責任を負いません。 

 

第 25 条（本サービスの中止・中断） 

当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本サービスの提供を中止し、又

は中断することがあります。 

(1) 本サービスの提供に関連する機器、設備等のメンテナンス、工事、点検を定期的・

臨時的に行う場合 

(2) 本サービスの提供に関連する機器、設備等に故障、障害等の事由が生じた場合 



(3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合 

(4) 不可抗力により本サービスが提供できなくなった場合 

(5) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続が困難になった場合 

(6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスを提供することが困難にな

った場合 

(7) 対象通信サービスの提供を中止し、又は中断する必要がある場合 

(8) その他、運用上又は技術上、本サービスの中止又は中断が必要と当社が判断した場

合 

2. 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービス

の利用の制限等を行うことができるものとします。 

3. 当社は、本サービスの全部又は一部について、その提供の中止若しくは中断又は利

用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法に

より契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該周知

を行わないことがあります。 

4. 前項の規定による本サービスの提供を中止し、若しくは中断し、又はその利用を制

限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、これにより、契約者に損害

が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 

 

第 26 条（本サービス提供の終了） 

当社は、当社が必要と判断した場合は、本サービスの全部又は一部の提供を終了することが

あります。本サービスの全部が終了した場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了す

るものとします。 

2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、あらかじめ本サー

ビスの提供を終了する日とともに、本サービスサイト上でその旨を周知するものと

します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

3. 本サービスの全部又は一部を終了したことにより契約者に損害が生じた場合であっ

ても、当社はその責任を負いません。 

 

 

第 7 章 料金 

 

第 27 条（料金等） 

本サービスの月額料金（以下「月額料金」といいます。）及び契約者負担金（以下併せて「利

用料金」といいます。）は、【別紙 2】（料金表）に定めるところによります。 

2. 前項の定めにかかわらず、契約者が対象通信サービス契約に付随して、「あんしんパ

ックホーム適用条件」を満たしている場合は、あんしんパックホーム適用条件を満



たしている期間（あんしんパックホーム適用条件を満たさなくなった日を除きま

す。）、月額料金から金 187 円（税込）を割り引くものとします。 

3. 前項の定めにかかわらず、契約者が、対象通信サービス契約について、あんしんパ

ック適用条件を満たしている場合は、あんしんパック適用条件を満たしている期間

（あんしんパック適用条件を満たさなくなった日を除きます。）、月額料金から金

231 円（税込）を割り引くものとします。 

4. 当社は、本サービスの利用料金を改定する場合があります。料金改定を行う場合は、

本規約の変更に該当し、第 2 条（本規約の変更）の規定を適用します。 

 

第 28 条（料金の支払義務） 

契約者は、本サービスの利用に際し、第 9 条（本契約の有効期間）に定める契約開始日（た

だし、契約開始日時点で対象通信サービスの提供が開始されていない場合は、対象通信サー

ビスの提供が開始された日とします。）から本契約が終了する日までの期間において【別紙 

2】（料金表）に定める月額料金を支払うものとします。 

2. 月額料金は、月の途中から本契約を開始し、又は月の途中で本契約が終了した場合、

本契約のご契約日数に応じて日割計算するものとします。なお、日割計算は暦日数

により行い、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

るものとします。 

 

第 29 条（料金の支払方法） 

当社は、【別紙 2】（料金表）に定める利用料金について、契約約款等に基づく IP 通信網サ

ービス、5G サービス、Xi サービスの料金（以下総称して「5G／Xi 料金」といいます。）と

併せて支払うものとします。 

2. 本規約に別段の定めがある場合を除き、【別紙 2】（料金表）に定める利用料金の請

求、支払については、5G／Xi 料金に係る契約約款等の定めを準用するものとしま

す。 

3. 契約者は、利用料金その他の当社に対する債務（延滞利息を除きます。）についてそ

の支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の

前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として第 1

項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して

15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。 

4. 契約者は、利用料金のうち契約者負担金の支払の場合に限り、当社所定の方法によ

りあらかじめ当社に申し出ることにより、当社が別途定める d ポイントクラブ会員

規約に基づく「d ポイント」を 1 ポイント 1 円（税込）としてその支払金額に充当

することができるものとします。この場合において、ポイントの充当後もなお契約

者負担金に残額があるときは当該残額を契約者に請求するものとします。なお、契



約者は、本項に基づく d ポイントのご利用に際しては、本項に定めるほか、会員規

約に定める条件に従うものとします。 

 

第 30 条（債権の譲渡） 

契約者は、当社が本サービス利用料金の債権を、当社が定める第三者（以下「請求事業者」

といいます。）に譲渡することを承認していただくものとします。この場合において、当社

および請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 

第 31 条（相殺の禁止） 

契約者は、本契約に係るいかなる債務についても、当社が当該契約者に対して負う債務と相

殺できないものとします。 

 

 

第 8 章 損害賠償等 

 

第 32 条（責任の制限） 

当社が、契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責

任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益）に限られるものとし、かつ【別紙 2】に

定める月額料金の 1 か月分に相当する額を上限とします。 

2. 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用

しません。 

3. 本サービスは、機器対象機器の故障又は破損の完全な解消及び損失したデータの復

旧、復元等を保証するものではありません。 

4. 対象機器の輸送途上における紛失又は損傷については、当社はその責任を負いませ

ん。 

 

第 9 章 パーソナルデータの取扱い 

 

第 33 条（パーソナルデータの取扱い） 

当社は、契約者のパーソナルデータの取扱いについて、当社が別に定める「NTT ドコモ プ

ライバシーポリシー」において公表します。 

 

第 10 章 雑則 

 

第 34 条（利用に係る契約者の義務） 

当社が本サービスの提供にあたって次の各号に掲げる事項について契約者に協力を求めた



ときは、契約者は速やかにこれに応じるものとします。 

(1) 対象機器に係る ID やパスワード等の提供 

(2) 前号に定めるほか、当社が本サービスの提供にあたって必要な情報（操作説明書等

を含みます。）の提供 

(3) 補償対象機器又はデータ復旧対象機器等に機密情報がある場合における、本サービ

スの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去等の実施 

(4) 機器補償の請求を行う者が契約者本人であること、又は契約者本人から正当に代理

権を授与された者であることの証明 

(5) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項 

2. 契約者は、対象機器の所有者が自己以外の者であるときは、本サービスの提供を受

けるために必要となる一切の権限を自己の責任において当該所有者から取得するも

のとし、本契約に関して所有者と契約者又は当社との間で問い合わせ、紛争等が生

じた場合であっても、全て契約者の費用と責任においてこれを解決するものとしま

す。 

 

第 35 条（通知） 

当社は、本サービスに関する契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行

うことができるものとします。 

(1) 契約者が契約約款等に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付

先等への郵送による通知 

(2) d アカウント規約・ビジネスｄアカウント規約に基づく d アカウント・ビジネスｄ

アカウントとして契約者が利用するメールアドレス又は d アカウント規約・ビジネ

スｄアカウント規約に基づく予備メールアドレスへの電子メールによる通知 

(3) 契約者が利用する契約約款等に定める sp モード電子メール（当社が別途定める sp

モードご利用細則に基づくメッセージ R（リクエスト）及び sp モードメールを指し

ます。）のメールアドレスへの通知又は契約約款等に定めるショートメッセージ通信

モード（SMS）による通知 

(4) その他当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知

を発した時点になされたものとみなします。 

3. 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載す

ることをもって、本サービスに関する契約者に対する通知に替えることができるも

のとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点

をもって当該通知が契約者に対してなされたものとみなします。 

 

第 36 条（変更の届出） 



契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変

更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があった

にもかかわらず、当社に届出がない場合（届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの

間を含みます。）、本規約に定める当社からの通知については、当社が契約者から届出を受け

ている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

2. 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の

提示又は提出を契約者に求める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるもの

とします。 

 

第 37 条（反社会的勢力の排除） 

契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当

しないことを表明し、保証するものとします。 

(1) 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴力団

員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準

じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。 

(2) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると

認められる関係を有すること。 

(3) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与し

ていると認められる関係を有すること。 

(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること。 

(6) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的

に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を

行わないことを保証するものとします。  

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は

当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

第 38 条（法令に規定する事項） 



本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところ

に従います。 

 

第 39 条（契約者の権利の譲渡等の制限） 

契約者は、本契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は

一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

 

第 40 条（準拠法） 

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

第 41 条（紛争の解決） 

本契約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所又は本契約者の住所地を

管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 42 条（分離性） 

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完

全な効力を有するものとします。 

  



【別紙 1】（対象機器） 

対象機器の表 

対象機器 

補償対象機器 データ復旧対象機器 

パソコン 

タブレット端末（当社を含む携帯電話通信会社などより販売され

たものを除く） 

テレビ 

ゲーム機（Nintendo Switch においては、本体購入時に付属してい

た Joy-Con を含む） 

プリンター 

外付け HDD 

ルーター（当社を含む携帯電話通信会社などより販売されたもの

を除く） 

AI スピーカー 

一部のドコモ販売品（※） 

パソコン 

（※）詳細は本サービスサイトに定めるとおりとします。 

 

※ 注意事項  

⚫ 対象機器の事前登録は必要ありません。 

⚫ 対象機器は通常の一般家庭用機器に限ります。 

⚫ その他、対象機器の条件については【別紙 4】（対象機器の条件）に定める

とおりとします。 

⚫ パソコンは、デスクトップ型、ノートブック型、タブレット型のいずれかに

該当し、当社が別途本サービスサイトに定めるパーソナルコンピュータとし

ます。ただし、パソコン本体に SIM スロットを搭載しているモデルを除く

及び、当社において修理ができないものは対象外とします。 

⚫ テレビは、家庭内にて使用される、ブラウン管を除いた 20 インチ以上のテ

レビジョン受像機に該当するもののうち当社が別途本サービスサイトに定

めるものとします。 

⚫ タブレット端末は、当社を含む携帯電話通信会社などより販売されたもの及

び当社において修理ができないものは対象外とします。 

⚫ 携帯電話機やスマートフォン、補償対象機器の付属品（AC アダプタ、ケー

ブル、マウス、キーボード、リモコン、クレードル等）、消耗品（インク、記

憶媒体等）は対象外です。ただし、デスクトップ型のパソコンに付属する液



晶モニタは本体の一部とみなし、対象とします。 

⚫ AI スピーカーは、インターネットへの無線接続が可能であり、AI（人工知

能）によるアシスタント機能を搭載するもののうち当社が別途本サービスサ

イトに定めるものとします。 

⚫ 対象機器は、当社が販売するものを除き、当社通信サービスの用に供される

当社の電気通信回線に直接的に又はドコモ Wi-Fi ルーター等を介して間接

的に接続が可能であるものとします。 

⚫ ルーターは、当社を含む携帯電話通信会社などより販売されたモバイル Wi-

Fi ルーター／ホームルーターは対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【別紙 2】（料金表） 

料金表 

月額料金（税込） 550 円 

契約者 

負担金 
上限金額超過額 

機器補償において、修理費用又は代替品提供費用が【別紙 

3】（上限金額）に記載の上限金額を超える場合の超過金額 

データ復旧上限金額と機器補償上限金額は別枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【別紙 3】（上限金額） 

<機器補償上限金額> 

機器補償上限金額の表 

補償対象機器 上限金額（税込） 

パソコン 70,000 円 

タブレット 40,000 円 

テレビ 70,000 円 

ゲーム機 30,000 円 

プリンター 30,000 円 

外付け HDD 30,000 円 

ルーター 30,000 円 

AI スピーカー 30,000 円 

一部のドコモ販売品 30,000 円 

<データ復旧上限金額> 

データ復旧上限金額の表 

データ復旧対象機器 上限金額（税込） 

パソコン 50,000 円 

※ 注意事項  

⚫ 上限金額は、機器補償又はデータ復旧の請求 1 回あたりの機器補償上限金額

又はデータ復旧上限金額となります。 

⚫ 上限金額の適用は、対象機器の種類によります（機器補償後の機器の種類で

はありません。）。 

⚫ 上限金額に満たない場合でも、次回以降の本サービス利用時へ繰り越される

ことはありません。 

⚫ データ復旧は、パソコンにおいて補償条件を満たした場合のみ、契約者の希

望により機器補償と同時に利用できるものとします。 

⚫ 修理の提供にあたり上限金額を超える金額が掛かることが判明した場合に、

上限金額を超えない範囲での修理を行い、その機器を契約者に返送する等の

対応は致しません。 



【別紙 4】（対象機器の条件） 

対象機器は、以下に定める条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めている機

器であることとします。 

• 日本国内で販売されたメーカー純正品であること。 

• 日本国内で購入及び修理が可能なものであること。 

• 自然故障（取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態のもとで

発生した電気的・機械的故障）による機器補償の補償請求については、次のいずれ

かの日から 6 年間を経過していないもの。  

(1) 契約者が当社に対して提示する補償対象機器の新品としての購入を証明す

る、当社が認めた証憑（保証書、レシート等）に記載された購入日 

(2) 当社が（1）で購入日を確認できない場合において、補償対象機器の発売日

又はそれに相当すると当社が判断した日 

• ドコモ光／ahamo 光契約に係る契約者回線が敷設された建物内、又は 5G／Xi 契約

に基づき契約者が届け出た住所の屋内において、その対象通信サービス契約に係る

契約者回線に接続され使用されていること。 

• 契約者又はその同居の親族が所有し、かつ占有するものであること。 

• 本契約時点において正常に動作し、不具合を生じていないこと。 

• レンタル、リースなどの貸借の目的となっていないこと。 

• 過去に当該機器のメーカー修理拠点以外で修理、加工又は改造（パソコンはメモリ

増設を除く。）がなされたものでないこと。 

• 遺失物、準遺失物又は盗品でないこと。 

  



【別紙 5】（当社が別に定めることとする事項） 

第 3 条（用語の定義）、第 17 条（本サービスの補償請求方法）第 4 項における当社が別に

定める機器補償・データ復旧申請書は以下のとおりです。 

当社が別に定めることとする事項の表 

規定項目 定める内容 

当社が別に定める機器補償・デー

タ復旧申請書 

機器種別、メーカー名、製品名又は型番などの当社が

機器を特定できる情報、新品としての機器購入日、機

器購入先、補償対象機器およびデータ復旧対象機器に

故障、破損が発生した状況、依頼内容等を申告する様

式。 

 

  



【別紙 6】（サービス対象外の故障、破損、不具合等） 

対象機器、データ又はその故障、破損、不具合等が、次のいずれかに該当すると当社が判断

した場合は、本サービスの対象外と致します。 

<機器補償の場合> 

• 機器補償の対象となる故障又は破損以外の損害。 

• メーカー保証や第三者が提供する延長保証、その他の保険で請求可能な損害。 

• 当社が提供する他のサービスに基づく補償を行った故障又は破損。   

• 補償対象機器のメーカーがリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位

に係る故障又は破損。 

• 修理、清掃、解体、組み立て等の作業によって生じた損傷、又は不適切な設置、修

理、加工若しくは改造（シリアルナンバーの除去、並びにプリンターの純正品以外

のトナー利用及び改変を含む。ただし、パソコンの場合はメモリ増設を除く。）によ

り生じた故障、破損。 

• 輸送中に生じた故障又は破損。 

• 屋外での利用により生じた故障又は破損。 

• 日本国外で生じた故障又は破損。 

• 自然消耗、サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、異物混入、電池の液漏れ、

その他これらに類似する事由に起因する故障又は破損。 

• かき傷、擦り傷、剥離、ゆがみなど使用上支障のない外観の傷、その他これらに類

似する不具合。 

• 通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合。 

• 部品の一部又は全体が物理的に欠損している場合。 

• メーカー、型番又は製造番号の確認が困難な場合。 

• 対象通信サービスに関係しないデータ通信機能の不具合。 

• 電池等の付属品、消耗品に生じた不具合、故障又は破損。 

• 消耗品、有寿命部品の消耗、寿命に起因する不具合、故障又は破損。 

• 補償対象機器の装飾品、付属品類、周辺機器（補償対象機器のケーブル・アダプタ

ー、パソコンのマウス・キーボード類を含む）、ソフトウェア、アクセサリ、消耗品

等本体以外の付属品に単独で生じた故障又は破損。 

• フロッピーディスク、USB メモリ、CD-R、DVD などの記憶媒体に単独で生じた

故障又は破損。 

• SIM カードに関連する不具合、故障又は破損。 

• コンピュータウイルス、データの損失若しくは破損又はソフトウェア若しくはオペ

レーティングシステムに起因する故障若しくは破損。 

• インストールされたソフトウェアのエラーに起因する故障又は破損。 

• 天災（地震、噴火、風災、津波、洪水および塩害を含むがこれに限らない。）又は不



可抗力により生じた故障又は破損。 

• 戦争、侵略若しくは外敵の行為、対立、氾濫、暴動、ストライキ、労働争議、ロッ

クアウト又は内戦に起因する故障又は破損。 

• 国又は地方公共団体による公権力の行使（差押及び押収を含むがこれらに限らない。）

に起因する故障又は破損。 

• 放射性、爆発性その他の危険性核燃料物質（使用済み核燃料を含む）若しくは核燃

料物質に汚染された物質（核分散産出物を含む）又はこれらの性質による事故に起

因する故障又は破損。 

• 盗難、紛失、置忘れ、詐欺、横領又は第三者の加害行為に起因する故障又は破損。 

• 火災、破裂、爆発又は外部からの物体の落下、飛来、衝突若しくは倒壊等の偶然か

つ外来の事由に起因する故障又は破損。 

• 補償対象機器について取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等がある場合

に、当該取扱説明書又は注意書等に従わないことに起因する故障又は破損。 

• 契約者の故意又は重大な過失に起因する故障又は破損。 

<データ復旧の場合> 

• 機器補償のサービス対象外となる条件のいずれかに該当する場合。 

• データ復旧対象機器にデータ復旧の対象となる障害以外の障害が発生している場合。 

• データ復旧対象機器が、RAID 等の、複数の記憶装置を論理的に結合して用いる機

能を備えている場合。 

• デジタル放送の録画データの場合。 

• データ消去装置又はデータ消去ソフトで消去したデータの場合。 

• クラウド等データ復旧対象機器以外の場所に保存されているデータの場合。 

• 復旧作業・復旧データが、権利侵害・法令違反にあたることが明らかな場合。 

• マイナンバー（個人番号）が記憶されたデータがある場合。 

• 日本語および英語以外の使用言語のデータの場合。 

• 暗号化されたデータの場合。 

 

 

 

 

 

 

  



附則 

（実施期日） 

本規約は、2019 年 7 月 24 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2019 年 11 月 11 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2020 年 3 月 25 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2021 年 3 月 1 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2021 年 3 月 26 日から実施します。 

本規約におけるビジネスｄアカウントに関する規定は、当社が別途定める「ビジネスⅾアカ

ウント規約」発効日から適用します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2021 年 8 月 27 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2021 年 10 月 28 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2021 年 12 月 15 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2022 年 3 月 22 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2022 年 9 月 15 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2023 年 7 月 1 日から実施します。 

 



（実施期日） 

本改正規約は、2025 年 12 月 1 日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本改正規約は、2026 年 4 月 1 日から実施します。 

                                                                         以上 

 

※ 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

※ 「Nintendo Switch」、「Joy-Con」は、任天堂株式会社の登録商標です。 


